
１　問題の所在－分析視角と課題
　本論文は，一橋大学経済研究所附属社会科
学統計情報研究センターで提供している『就
業構造基本調査』（ ・ ・ 年）の
秘匿処理済ミクロデータによる「ミクロデー
タを利用した就労貧困者の推計」（責任研究者，
岩井）の調査研究の成果 ）に依拠して，日本
の の規定と推計を行い，現代の
ワーキング・プアの意義と諸形態について考
察することを課題としている。本論文では，

一般に使用されているワーキング・プア（就
労貧困者や働く貧困者）の用語と識別するた
めに，後述するように労働力ベースの失業・
就労貧困者を表示する用語として，

の用語を使用する。
　日本のワーキング・プアについては，『現
代日本のワーキング・プア』（ポリティーク，

））にみられるように，『就業構造基本
調査』（以下，就調と略称）等の調査資料に
基づく低所得と就業形態，生活状態とのクロ
ス標識によって，最低限度の生活水準を保て
ない世帯，個人の失業・就労貧困者の増大と
その多様な形態の存在が明らかにされている。
論文の考察の対象である 年～ 年の
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時期は，バブルの崩壊と長期不況，規制緩和
と失業，不安定就業（非正規雇用）の増大，
賃金水準の低下と多様な非正規雇用の増大に
規定された低賃金階層が増加した。最低生活
水準（生活保護基準）に満たない就労貧困者
（ワーキング・プア）の多様な形態が顕在化し，
所得，就業形態の格差が拡大し，大きな社会
問題となっている。ワーキング・プアは，パー
ト，派遣，請負労働等の非正規就業の増大と
賃金水準の低下，零細企業の非正規雇用だけ
でなく，その正規雇用の賃金の低下，自営業
の廃業の増大と不安定化をともなって進行し
ている。生活保護基準に満たない，働いてい
る貧困者の存在と増大によって，生活保護世
帯等の貧困の実態を隠蔽する役割を果たして
いるとともに，就労貧困者の低所得そのもの
を正当化するのに利用されている。

1－1　 Working Poor研究の国際的動向と政策
的意義

　国際的規模でのグローバリゼーションの進
行は，企業間の激しい競争を引き起こし，規
制緩和と資本・労働力の厳しい節約による失
業，不安定就業の増大をもたらしている。特
に失業，不安定就業（非正規雇用）の増大に
伴い，低賃金，低所得階層の増大と最低生活
水準に満たない の存在とその増
加が，国際的に問題になっている。

1－1－1　Working Poorの政策的背景
　アメリカの社会保障は，社会保険（自助主
義）と公的扶助（福祉）からなり，公的扶助
は，副次的なものとみなされてきた。
年代 都市スラムの貧困（人種問題に関係）
からの脱却をはかる「偉大な社会」計画（ジョ
ンソン政権）が立案された「貧困に対する闘
い」において，社会的扶助の対象である貧民
（窮民）の自助・自立を促すために，教育や
職業訓練によって，貧民に就労と自活の機会
を提供し，貧困の撲滅を図るという政策がと

られた。 年代から 年代に展開された半
就業（ － ）指標の研究では，
失業（公的失業と求職意欲喪失者），不安定
就業（非自発的パートタイム），低所得（貧困）
との総合指標が，個人と世帯について調査研
究された。労働市場への参入・退出を繰り返
す失業・不安定就業の低所得者層，特に連邦
貧困基準以下の失業・就労貧困者（
）の把握が，勤労福祉政策の大きな課題

とされた。アメリカ労働統計局（
，以下 と略称）の

の規定と測定は，これらの政策的課
題に答えようしたものであった。
　アメリカで展開された勤労福祉（

）政策は，社会的扶助の削減と就労
強制の性格をもっていたが， 年成立の
イギリスの労働党政権では，雇用・福祉政策
と積極的就労支援策が採用された。勤労福祉
政策は，ニューディール政策の柱に置かれ，
若年失業者，長期失業者，未婚の母親，障害
者等の就労と自立の支援諸施策が実施され，
社会的扶助対象者の内の失業者，就労貧困者
の増大とその実態の把握が，政策的課題とさ
れた。 の の規定と測定にみ
られるように，各国の の測定の
政策的背景には，積極的労働市場政策，勤労
福祉政策がある ）。（表 参照）

1－2　Working Poorの規定と分析視角，課題
1－2－1　Working Poorの分析視角と規定
　本論文では， の先行研究をな
すアメリカ の の規定と推
計方法（労働力調査を基礎資料）を推計の一
つの基準としているが，日本では，労働力状
態と所得のクロスを可能とする労働力調査
（以下，労調と略称）（アメリカの労調 月補
足調査に相当する調査）は実施されていなの
で，その代替的調査資料として，就調リサン
プリング・データを利用する。
　アメリカでは，前述のように， 年代
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の「豊富な中の貧困」との闘いとその社会政
策的課題に対応して，失業，不安定就業，低
所得，貧困の総合的把握を課題として半就業
指標の総合的開発研究がおこなわれた。その
総合指標作成の困難さと の政策変更等 ）

により， は 年代に入り，雇用と所
得のリンクに関する調査研究を継続し，
年より の計測を公表している ）。
の計測は，労調 月補足調査に基づいて，

世帯構成員である個人の所得と労働市場での

表１　各国のWorking Poorの規定
国 資料 就業の定義 貧困基準

－少なくとも 時間雇用された（
）

－前年の主な活動状態

低所得基準：等価世帯所得の中位の
％

（相対的貨幣貧困）

フランス －
’

－
－

－ －

－ 少なくとも年間 ヶ月労働市場で活動
する（就業するもしくは仕事を探す）
個人

－少なくとも ヶ月間就業する
－年間少なくとも ヶ月以上仕事を持っ
ていた

低所得基準：等価世帯所得の中位の
％（場合によっては， ～ ％）

（相対的貨幣貧困）

ベルギー 　
　
　 － －

－ 少なくとも年間 ヶ月労働市場で活動
する（就業するもしくは仕事を探す）
個人

－少なくとも ヶ月間就業する

低所得基準：等価世帯所得の中位の
％

（相対的貨幣貧困）

スイス －
－

－ 全ての「活動」個人であり，就業時間
を問わない

－フルタイムで働く全ての個人（例えば
週 時間以上）

－少なくとも利益の上がる活動を少なく
とも週 時間（ひとつのフルタイム
の仕事）

社会保障による行政上の定額料金 ）

（行政上の貨幣貧困）

アメリカ 　 －家計に属するメンバーによる労働時間
が 時間以上（ 週）

連邦貧困基準
（絶対的貨幣貧困）

　 －少なくともその年に ヶ月間（ 週）
労働市場で活動する（就業するか仕事
を探している）

　 －平均して，少なくとも半日（ 時間）
就業している成人

－ ， 定義（上記参照）

連邦貧困基準の － － ％未満 ）

（絶対的貨幣貧困）

カナダ 　
　

総家計所得の ％以上が賃金，給与，
または自営業からのものである

カナダ統計局の － －
（ ）
（絶対的貨幣貧困）

　
　

成人のメンバーらが，少なくとも 週
間フルタイム（少なくとも週 時間以
上）かパートタイムで就業する

相対的低所得基準
（相対的貨幣貧困）

　
　

フルタイム フルイヤー 相対的低所得基準：年間 ドル未満

オーストラリア 　 全ての「活動」個人であり，就業時間
を問わない

絶対的貧困基準 ）

（絶対的貧困基準）

（注 ）　平均的な家賃と基本的な健康保険料を ’ ’ ‘ ’ に加えて計算される基
準である。

（注 ）　代替的な貧困基準の利用は，連邦の貧困基準が貧困を十分に評価するためには低すぎるという認識をアメリカの研究者が一般的
にもっていることによる。（ ）

（注 ）　 貧困基準は，オーストラリア政府貧困委員会で， により 年代に開発された。彼の広く利用されて
いる公式は，個人や家計もしくは規模別の基礎的生活費用を計算する。

（出所）　 － （ ）
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活動状態（就業，失業の労働力状態）とのク
ロス集計から作成されたものである。
　 の規定と計測では，一定の最
低生活基準（貧困基準）以下の貧困世帯に属
する個人の労働力状態と所得の関係が対象と
され，社会的扶助の規定の関係で，一定期間
以上，労働市場で活動している労働力構成員
（就業者と求職失業者）の活動の測定が対象
にされている。アメリカの の規
定では，「少なくとも 週間，労働力（就業
しているか，求職している）として活動して
おり，かつ所得が公的な最低貧困基準以下の
者である」（ ）と定義されている。
労働市場で活動している個人とそれが属する
世帯が対象とされる。表 にみられるように，
各国の の定義と測定において，
労働市場での活動期間の規定は異なるが，最

低生活水準以下の世帯に属する個人の低所得
と労働力状態とのクロス推計が，多くの国の
推計基準にある。
　参考として，表 で， 概念と基準に準
じた日本の の推計結果と
の を掲載しておく。アメリカの

では，人種別等の独自な分類標
識があるが，年齢別では，若年層の失業・就
労貧困率の高さ，雇用形態別では，失業者の
貧困率の著しい高さとフルタイム（正規雇用）
に対するパートタイムの被雇用者の失業・就
労貧困率の高さが，日米共通にみられる。
　就調では，労調が現在の（調査週 週間の

な）活動状態を対象にするのに対して，
平常の（ ヶ月以上の な）活動状態が
調査対象とされる。また就調は，労調の労働
力概念ではなく，有業者・無業者の基本概念

表２　BLS概念と基準に準じた日本のWorking Poorの推計結果とBLSのWorking Poor
（日本のWorking Poorの推計結果）

（単位：構成比，失業・就労貧困率は％，他は人）
年

失業・就労
貧困率

年
失業・就労
貧困率失業・就労

貧困者 構成比 失業・就労
非貧困者 構成比 失業・就労

貧困者 構成比 失業・就労
非貧困者 構成比

　　年齢，性別
　総数， 歳以上
　 ～ 歳
　 ～ 歳
　 ～ 歳
　 歳以上
　不詳

　男性
　女性

　　教育（在学中を除く）
　小学・中学
　高校・旧中
　短大・高専
　大学・大学院
　学歴不詳
　在学したことがない
　不詳
　　就業形態
　正規の職員
　パート・アルバイト・嘱託・派遣社員
　その他
　不詳
　雇人あり自営業主
　雇人なし自営業主
　求職失業者（半年以上求職）
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表２（つづき）
（BLSのWorking Poor基本表，雇用形態・年齢）
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（注）　（ ）はサンプルが小さいので表示できないことを示している。
（出所）　 （ ）， － ， ， より引用。
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から構成されているので，就調による
の計測は，労調による

概念と規定の近似的な推計となっている。本
論文では，就調リサンプリング・データを利
用して，データの再分類・再集計することに
より，就調の基本概念を，労調の労働力概念
の近似概念とみなしている。無業者で求職し
ている者は失業者，有業者は近似的に就業者
とみなされる。正確には，従業上地位別標識
から識別される有業者中の被雇用者と自営業
主［雇人無し］が就業者と規定される（雇人
無しの零細自営業者は，開業，廃業繰り返し，
勤労者と近似的状態にあるとみなされる）。
就調リサンプリング・データを労働力概念に
近似した概念に組み替えて，一定期間に労働
市場で活動する世帯とその世帯に属する個人
の労働力状態と所得のクロス表の試算を行い，
最低生活基準（生活保護世基準）以下の

（失業・就労貧困者）の諸類型，
諸形態の推計を行った。最低生活水準として
の生活保護基準は，被保護世帯の非稼働化（働
き手の減少）と長期固定化に伴い，その適用
性に問題が残されている。
　ワーキング・プアは，一般に使用されてい
る用語では，最低生活基準に満たない低所得
で働いている就労貧困者の世帯（個人）を表
示しているが，本論文の推計対象である

は，労働市場で活動している就
業者と失業者の総計（労働力の全体集団）内
の最低生活基準以下の労働力の部分集団を示
している。 には，求職失業者が
含まれるので，その貧困率は，就労貧困率で
はなく，失業・就労貧困率を表示している。

研究では，失業，就業，低所得，
貧困の諸指標の関係と実態の調査研究が課題
とされている。

1－2－2　Working Poorの推計と意義
　就調リサンプリング・データ利用によって
推計された の規定と類型は，以

下の構成からなる（フローチャートによる類
型の分類と推計手順は， の推計方法，参照）。
類型 定義に準拠した規定：年間半年
以上労働市場で活動する失業・就労貧困
者：世帯所得が生活保護基準以下の［
日以上の有業者＋半年以上の求職失業者］
（［ ］内は類型 ）
類型 平常，労働市場で活動する失業・就
労貧困者：世帯所得が生活保護基準以下の
［全有業者＋全求職失業者］（［ ］内は類型 ）
類型 無業者の求職条件を問わない就業貧
困者：世帯所得が生活保護基準以下の［全
有業者＋全無業者］（［ ］内は類型 ）

　就調は，平常（ ヶ月以上）の有業者・無
業者を基礎概念とするので，労働市場での活
動状態では，有業者，特にその多数を占める
被雇用者は， ヶ月以上，賃金・報酬のある
仕事に従事している就業者，無業者の内，求
職していて仕事がない無業者は，求職失業者
とみなされる（類型 ， の失業・就労貧困
率には，求職失業者が識別され，内包されて
いる）。
　類型 で表示される失業・就労貧困率（類
型 類型 ）は， 概念と基準に準じて，
約半年間（ 日以上）労働市場で活動して
いる有業者（就業者）と失業者（ 日以上
の求職失業者）の総計（近似的労働力総計）
（類型 ）に占める生活保護基準以下の部分（類
型 ）の失業・就労貧困者の割合を示している。
　類型 で表示される失業・就労貧困率（類
型 類型 ）は， 基準の 日以上条件
をはずした類型 と同型の推計であるが，

方式の就調では，平常 ヶ月間以上，労
働市場で活動している就業者と ヶ月間以上
の求職失業者の総計（類型 ）に占める生活
保護基準以下の部分（類型 ）の失業・就労
貧困者の割合を示している。
　類型 は，全有業者と全無業者（求職活動
について設問されていなので，求職失業者は
識別されない）の総計（類型 ）に占める生
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活保護基準以下の部分（類型 ）の就労貧困
者の割合を示している。
　本論文では，国際比較の視点から， 基
準に近似する類型 （ 日以上）の失業・
就労貧困者の推計も行ったが，日本の

の規定と推計では， 方式
の就調資料の特性から，平常 ヶ月以上の労
働市場での活動状態を対象とする類型 の失
業・就労貧困者の推計に現実的意義があると
思われる。推計結果の分析では，主に類型
の ついて論及する。
　一般にワーキング・プア概念で把握される
就労貧困者は，就調等の個人所得，世帯所得
と就業状態，雇用形態のクロス表から，多様
な標識で表示された最低生活基準に満たない
低所得で就労している世帯（個人）を示して
いる。 で推計された失業・就労
貧困者では，労働市場での活動状態すなわち
労働力状態の構成要員である就業者と求職失
業者の総計が推計のベースにおかれ，この労
働力総計内の生活保護基準以下の世帯とその
世帯に属する個人が識別される。失業・就労
貧困者には，最低生活基準以下の貧困就業者
（より正確には，被雇用者と雇人の無い自営
業者の識別が必要）と貧困失業者が含まれて
おり，失業・就労貧困者を意味している。
　 推計は，第一に，最低生活（生
活保護）基準以下の貧困世帯の確定，第二に，
その世帯構成員である個人の労働力状態の推
計が行われる（本論文では，リサンプリング・
データによる再分類・再集計によって，世帯
の確定とその構成員個人の所得と労働力状態
のクロス集計がなされる）ので，幾つかの固
有の問題が含まれている。生活保護基準以下
の，確定された貧困世帯と構成によって，集
計データの解釈に注意が必要となる。例えば，
男女別失業・就労貧困率をみると，一般には，
男女別賃金格差や非正規雇用の女性の比重の
高さ等から，女性の失業・就労貧困率が高く
表示されているが，就業形態別では，非正規

雇用（パート，アルバイト等）では男性の失
業・就労貧困率の方が高く表示されている。
この事例では，非正規雇用のサンプル数は女
性が大多数を占めており，男性は小サンプル
なので，その代表性に問題があることともに，
貧困基準以下の世帯構成で，世帯所得がパー
トナーの男性の所得が高い場合は，女性の所
得が低くても，基準の貧困世帯に含まれない
事例がある。貧困基準の世帯構成（働き手の
数とその所得水準，等）の問題は，労働力状
態の諸指標とのクロスにおいて，特に男女の
サンプル数にかになりの乖離がある事例では
留意が必要となる。
　多標識による就労貧困者の実態を把握する
ワーキング・プアの分析では，多様な形態の
個々の就労貧困者の実態の分析に意義がある。
労働力概念（労働市場での一定期間の就業者
と求職失業者）を基準とする の
分析では，その統一的な類型の規定・推計を
基準として，失業・就労貧困者の存在と形態
を，相互に比較可能に体系（静態と動態，構
造と時系列）として把握することに大きな意
義があると言えよう。

２　Working Poorの推計方法
　現在の日本の生活保護制度がそうであるよ
うに，所得で測る場合の貧困状態（

）は，基本的に世帯人数と世帯所得の
関係から決定される。一方，労働市場での活
動（ ）は，基本的に個人を対
象に把握される。
　どれだけ労働市場で活動しているかが

という層を特定するための重要
な要素となる ）。低賃金労働者と

という二つの概念の間には密接な関係
があるが，低賃金労働者であるということは，
基本的に労働者個々人に関わることであり，

であるということは，労働者
個々人の賃金だけではなく，他の世帯員の賃
金や世帯人数等とも関わる ）。
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（ ）は，「集団としての
は，二つの側面から貧困状態である。そ

れは，第一に，失業，フルタイムの職が見つ
からないこと，低賃金率，を含む労働市場問
題から生じる結果としての低所得という側面
であり，第二に，扶養児童の存在とたった
人の稼得者のような貧困につながる世帯構造
という側面である」と述べている ）。
　 （ ）の

概念の提起，推計を受けて，現在の
は， を次のように推計している。
まず，労調 月補足調査（

）の課税前の世帯
所得データを用い，各世帯所得が世帯人数別
に算定されたアメリカ連邦貧困基準（

）以上であるか否かをもとに貧困
世帯を特定している。
　アメリカ連邦貧困基準は，アメリカセンサ
ス局（ ）が ．
（ ）が開発した貧困基準を，毎年物価調
整して，世帯人数別に算定しているものであ
る。生計費の算定方法として，エンゲル方式
が用いられており，食料費が全体の費用に占
める割合は三分の一である ）。 は，現在

のアメリカ連邦貧困基準を用い，世帯が貧困
であるか否かを決定している。例えば，
年のアメリカ連邦貧困基準は表 のとおりで
ある。
　 は世帯が貧困であるか否かを世帯所得
によって線引きした後，各世帯人員の労働市
場での活動に応じて調査対象者が

であるか否かを特定している。よって，
アメリカをはじめ各国で議論されている

の概念規定に従うならば，その
推計に必要なデータは，世帯状態，特に世帯
所得・世帯人数と個人の労働市場での活動が
リンクしたデータとなる。

2－1　貧困世帯の推計
　図 の分類フロー図を参照されたい。図
に従って，貧困世帯の特定について述べ，そ
の後， の分類方法について述べ
る。
　日本の生活保護基準額を基準として日本の
貧困世帯の特定を行う。日本の生活保護は衣
食という日常生活に必要な費用としての生活
扶助，義務教育費用のための教育扶助，住宅
費としての住宅扶助，一時的必要に応じた費

表３　アメリカ連邦貧困基準（2005年，ドル）

……
　 ……………………
　 ……………………

……………………………
　 ………
　 ……

…………………………
…………………………
……………………………
……………………………
…………………………
…………………………

…………………

（出所）　 ホームページ［ ］
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用としての医療扶助，介護扶助，出産扶助，
生業扶助および葬祭扶助から構成されている。
このうち生活扶助が最低生活費の中心となっ
ている。最低生活費の水準の決定方式は，水
準均衡方式と呼ばれており，「必要即応原則」
に基づいた各種の加算がある。 年以降，
一般世帯の消費支出水準の変動に対応すると
いう観点から，政府経済見通しの民間最終消
費支出の伸び率を基礎とし，前年度までの一
般世帯の消費支出水準の実績などを勘案して
基準額の改定率が決定されている。その水準
は，一般世帯の消費支出水準のおおよそ 割
である。実際には，世帯が要扶助状態である
と認定されたとき，その世帯状況に応じて各
種加算がなされ，各種扶助の適用がなされる。
統計としては，アメリカ連邦貧困基準のよう
な世帯人数別基準額のマトリックスは発表さ
れていない ）。
　貧困世帯と非貧困世帯を分類するための基
準額の算定において，各世帯状況に応じた扶
助額・加算額を厳密に適用することは困難で
あった。この理由として，各種の扶助・加算
を適用する場合に必要な情報自体が，今回用
いた就調に無いことが挙げられる。例えば，
各世帯員の傷病の状況は非求職者以外につい

ては分からない。よって，基準額の推計には，
各種扶助・加算を適用せず，生活扶助のみを
用いることとした。
　具体的には，年齢別に設定されている生活
扶助第一類と世帯人数別に設定されている生
活扶助第二類を合算し，貧困世帯を特定する
ための基準とした。世帯人員数と各世帯員の
年齢を組み合わせた基準額を設定することは，
不可能ではないが，あまりにも探索的であり，
また，組み合わせの数が膨大になるため，
～ 歳・ 歳以上・ 歳未満の基準額をそ
れぞれ平均し，世帯人数別の基準額を算定し
た。一例として 年についての基準額を
表 に示すこととする ）。
　表 には，生活扶助基準額から算定した世
帯人員別基準額（実額）を示している。しか
しながら，利用した世帯所得データは，カテ
ゴリカルデータ（所得階級別）である。よっ
て，表 に示された実額の基準額が含まれる
所得階級を基準とした。所得階級別に置き換
えた基準額表は，表 のようになる。表 と
表 を比較しても分かるように，世帯所得が
カテゴリカルデータでのみ提供されているた
め，貧困世帯の規模の推計にずれが生じてい
ることは否めない。一方で，各世帯状況に応

世帯について

個人について

推計の流れ
世帯所得が生活保護基準

（第 類＋第 類）より多い。

『就業構造基本調査』ミクロデータ

非貧困世帯

有業である。

ミクロデータに表れる個人

日以上？

類型 の失業・就労非貧困者

類型 の非貧困者

類型 の失業・就労非貧困者

貧困世帯

有業である。

ミクロデータに表れる個人

日以上？

類型

仕事を探している。

ヶ月以上？

類型

類型類型

類型

類型 の失業・就労非貧困者類型 の失業・就労非貧困者

仕事を探している。

ヶ月以上？

図１　分類フロー
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じた基準額の算定の困難さから，基準額の算
定に用いたのは生活扶助第一類と第二類のみ
であるため，実際に適用される基準額と比較
して過少になっている可能性も否めない。

2－2　日本のWorking Poorの推計方法
　次に日本の の推計方法につい
て述べることとする。先に述べたように，貧
困世帯と非貧困世帯を世帯所得データから区
分した後，貧困世帯・非貧困世帯に属する世
帯員個々を，有業期間・求職期間で分類した。
貧困世帯に属し 日以上有業である者，ヶ
月以上求職している者を「類型 」とする。
また，同じ有業期間・求職期間で非貧困世帯
に属する者を「類型 の失業・就労非貧困者」

とした。類型 は， の 定義
である，「少なくとも半年間（ 週）雇用さ
れているか仕事を探すなど，労働市場で活動
したがそれでも貧困世帯に属する個人」に準
拠した分類方法となる ）。
　次に図 にある「類型 」について述べる
こととする。類型 は， の国際
比較を念頭に置いた分類方法である。しかし
ながら， 方式（平常の状態・ ヶ月）を
採用している就調の特性や多くの派遣労働者
の契約更新期間を鑑みるとき，日本の

の推計の現実的意義を持つのは，同
調査が採用している ヶ月間の労働市場での
活動を基準とすることであろう ）。「類型 」
では，「類型 」で捉えきれない短期間・不

表４　世帯人数別の基準額（年額，2002年）
（単位：円）

歳未満人数

歳
以
上
人
数

表５　カテゴリカルデータを適用した基準額（年額，2002年）
歳未満人数

歳
以
上
人
数

～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円
～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円
～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円
～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円
～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円
～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円
～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円
～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円 ～ 万円



日本の岩井　浩・村上雅俊

安定な労働市場での活動と貧困の関係をも捉
えることが出来る。よって，「類型 」を特
定するために，類型 の有業期間・求職期間
を取り除いた分類方法を採用した ）。その対
象は，有業期間が ヶ月以上，または，求職
期間が ヶ月以上で，貧困世帯に属する者と
なる。同じ有業期間・求職期間で非貧困世帯
に属する者を，「類型 の失業・就労非貧困者」
とした。
　なお，「類型 」と「類型 の非貧困者」に
は，労働市場での活動がない貧困者・非貧困
者が含まれる。これらを労働力概念での失業
者を含んだ失業・就労貧困指標として分析に
用いるには限界がある。
　上記のように，各種の類型による

と でない者を分類した後，
失業・就労貧困率を計算する。失業・就労貧
困率は，失業・就労貧困者÷（失業・就労貧
困者＋失業・就労非貧困者）× で計算さ
れる。失業・就労貧困率を計算する際の分母
の確定のため，類型 の失業・就労貧困者と
失業・就労非貧困者を足して類型 とし，類
型 の失業・就労貧困者と失業・就労非貧困
者を足して類型 とし，類型 の貧困者と非

貧困者を足して類型 とした。類型 は類型
の，類型 は類型 の，類型 は類型 の貧
困率計算のための分母となる。各類型，なら
びに，各類型に含まれる人口について，表
に示している。

３　推計結果
　類型 の推計結果について詳しく見ること
としたい。上記のように，日本の

の規定と推計では，平常 ヶ月以上の労
働市場での活動による類型 の失業・就労貧
困者の推計に現実的意義があるからである。
　 が，その基本属性としてどの
ような特徴を持つか，またどのような就業・
雇用形態にあるのかは，各国の
の分析の基本指標として据えられている指標
である。日本の を被雇用者の雇
用形態に従業上の地位の自営業主を含めたも
のを分析視角の中心に据えて分析した。なお，
分析のもとである基本属性別の表を表 に，
従業上の地位・雇用形態別の表を表 に，そ
して，従業員の規模別の表を表 に示してい
る。

表６　各類型に含まれる人口
類型 対象となる人口

類型
定義に準拠した定義：年間半年以上労働市場で活動する失業・就労貧困者

　：世帯所得が生活保護基準以下の［ 日以上の有業者＋半年以上の求職失業者］

類型
平常，労働市場で活動する失業・就労貧困者
　：世帯所得が生活保護基準以下の［全有業者＋全求職失業者］

類型
無業者の求職条件を問わない貧困者
　：世帯所得が生活保護基準以下の［全有業者＋全無業者］

類型 　類型 ＋類型 の失業・就労非貧困者［ 日以上の有業者＋半年以上の求職失業者］
類型 　類型 ＋類型 の失業・就労非貧困者［全有業者＋全求職失業者］
類型 　類型 ＋類型 の非貧困者［全有業者＋全無業者］
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表７　基本属性別推計結果
（単位：構成比，失業・就労貧困率は％，他は人）

男性 女性 失業・就労
貧困率 ）

失業・就労
貧困者 ） 構成比 失業・就労

非貧困者 ） 構成比 失業・就労
貧困者 ） 構成比 失業・就労

非貧困者 ） 構成比 男性 女性

年
総数（有業者＋求職失業者）

年齢
　　　 ～ 歳
　　　 ～ 歳
　　　 歳以上
　　　年齢不詳

学歴（在学中を除く）
　小学・中学
　高校・旧中
　短大・高専
　大学・大学院
　他（学歴不詳・在学したことがない）

年
総数（有業者＋求職失業者）

年齢
　　　 ～ 歳
　　　 ～ 歳
　　　 歳以上
　　　年齢不詳

学歴（在学中を除く）
　小学・中学
　高校・旧中
　短大・高専
　大学・大学院
　他（学歴不詳・在学したことがない）

年
総数（有業者＋求職失業者）

年齢
　　　 ～ 歳
　　　 ～ 歳
　　　 歳以上
　　　年齢不詳

学歴（在学中を除く）
　小学・中学
　高校・旧中
　短大・高専
　大学・大学院
　他（学歴不詳・在学したことがない）

（注 ）　類型 の失業・就労貧困者
（注 ）　類型 の失業・就労非貧困者
（注 ）　失業・就労貧困率は，各項目の失業・就労貧困者÷（失業・就労貧困者＋失業・就労非貧困者）× で算出した。
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表８　就業形態別推計結果
（単位：構成比，失業・就労貧困率は％，他は人）

男性 女性 失業・就労
貧困率 ）

失業・就労
貧困者 ） 構成比 失業・就労

非貧困者 ） 構成比 失業・就労
貧困者 ） 構成比 失業・就労

非貧困者 ） 構成比 男性 女性

年
総数（有業者＋求職失業者）

有業者
求職失業者

被雇用者
　正規の職員
　パート・アルバイト・嘱託・派遣合計
　　パート
　　アルバイト
　　嘱託など
　　派遣社員
　　その他
　　不詳
自営業者
　雇人あり自営業主
　雇人なし自営業主

年
総数（有業者＋求職失業者）

有業者
求職失業者

被雇用者
　正規の職員
　パート・アルバイト・嘱託・派遣合計
　　パート
　　アルバイト
　　嘱託など
　　派遣社員
　　その他
　　不詳
自営業者
　雇人あり自営業主
　雇人なし自営業主

年
総数（有業者＋求職失業者）

有業者
求職失業者

被雇用者
　正規の職員
　パート・アルバイト・嘱託・派遣合計
　　パート
　　アルバイト
　　嘱託など
　　派遣社員
　　その他
　　不詳
自営業者
　雇人あり自営業主
　雇人なし自営業主

（注 ）　類型 の失業・就労貧困者
（注 ）　類型 の失業・就労非貧困者
（注 ）　失業・就労貧困率は，各項目の失業・就労貧困者÷（失業・就労貧困者＋失業・就労非貧困者）× で算出した。
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3－1　 基本属性別（性・年齢・学歴）に見た
失業・就労貧困率の推移

　はじめに，男女の失業・就労貧困率の推移
を見ておくこととする。男女別の失業・就労
貧困率を，図 に示した。総数では，失業・
就労貧困率は，女性の方が男性よりも高く，
時系列的に見ると男女とも上昇してきている。

年では男性 ％，女性 ％であるが，
年では男性 ％，女性 ％となって

いる。女性の失業・就労貧困率が高い理由と
して，男女別の賃金格差，女性の不安定就業
の比重が高いことがあげられる。
　次に，男女別・年齢別の失業・就労貧困率
を見る。総数・男女別・年齢別の失業・就労
貧困率の推移を，図 に示している。
　年齢別では，近年になって若年層の失業・
就労貧困率が急激に上昇してきていることが

分かる。年齢別の特徴としては，若年層（
～ 歳）男女，中高齢層女性（ 歳以上）
の失業・就労貧困率の高さが顕著である。近
年の，若年層の失業率の高さ，フリーターに
代表される若年層の不安定就業化がこの背景

表９　従業員規模別の推計結果
（単位：構成比，失業・就労貧困率は％，他は人）

男性 女性 失業・就労
貧困率 ）

失業・就労
貧困者 ） 構成比 失業・就労

非貧困者 ） 構成比 失業・就労
貧困者 ） 構成比 失業・就労

非貧困者 ） 構成比 男性 女性

年
総数（有業者＋求職失業者）

企業規模
　 人未満
　 ～ 人未満
　 ～ 人未満
　 人以上
　その他（官公庁・不詳）

年
総数（有業者＋求職失業者）

企業規模
　 人未満
　 ～ 人未満
　 ～ 人未満
　 人以上
　その他（官公庁・不詳）

年
総数（有業者＋求職失業者）

企業規模
　 人未満
　 ～ 人未満
　 ～ 人未満
　 人以上
　その他（官公庁・不詳）

（注 ）　類型 の失業・就労貧困者
（注 ）　類型 の失業・就労非貧困者
（注 ）　失業・就労貧困率は，各項目の失業・就労貧困者÷（失業・就労貧困者＋失業・就労非貧困者）× で算出した。

年 年 年

％

総数 男性 女性

図２　男女別の失業・就労貧困率の推移
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にあると考えられる。また，若年層の賃金が
他の年齢層と比較して低いことも若年層の失
業・就労貧困率の高さに影響を与えていると
考えられる。
　さらに，学歴別の失業・就労貧困率の推移
を見る。 の の推計結果では，
教育水準と失業・就労貧困率の関係指標は，
重要な指標の一つとなっている。学歴別の失
業・就労貧困率の推移を図 に示している。
　学歴別では，低学歴なほど失業・就労貧困
率が高く表示されている。また男性よりも女
性の失業・就労貧困率が総じて高く示されて
いる。ただし近年の高学歴層の失業・就労貧
困率が上昇しており，注目すべき事象である。

なお，教育と雇用制度・就業形態の間には，
様々な要因があり，これらの差が学歴別格差
構造をどれほど反映しているのかについては
検討が必要である。

3－2　 従業上の地位・雇用形態別に見た失業・
就労貧困率の推移

　従業上の地位・雇用形態別の失業・就労貧
困率は， の規模・構成ならびに
その推移を見るために最も中心に据えられる
べき指標である。労働市場で活動し，なおか
つ貧困世帯に属する者が，どのような形態で
就業しているかは，現在の日本の労働市場構
造の矛盾や問題点を端的にあらわすものであ
る。
　図 に男女別，有業者・求職失業者別の失
業・就労貧困率の推移を示している。近年の
長期不況の影響を受けて，有業者の失業・就
労貧困率と求職失業者の失業・就労貧困率が，

年～ 年で男女とも倍の水準に達し
ている。求職失業者の失業・就労貧困率の上
昇は，求職失業者の窮乏化を示し，失業と貧
困の関係を明示している。有業者の失業・就
労貧困率上昇の背景として，近年になって低
所得である不安定就業者が増大し，それが直
接世帯状態に影響を与えるようになっている
こと等があげられよう。ただし，この点につ

年 年 年 年 年 年 年 年 年
総数 男性 女性

％

～ 歳 ～ 歳 歳以上

図３　 男女別・年齢別の失業・就労貧困率の
推移

図４　 性別・学歴別の失業・就労貧困率の推
移

年 年 年 年 年 年 年 年 年
総数 男性 女性

％

小学・中学
短大・高専

高校・旧中
大学・大学院

図５　 男女別・有業者・求職失業者別の失業・
就労貧困率の推移

年 年 年 年 年 年 年 年 年
総数 男性 女性

％

求職失業者 有業者
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いては従業上の地位と雇用形態別の失業・就
労貧困率を見る必要がある。
　図 には，従業上の地位と雇用形態別の失
業・就労貧困率の推移を示している。従業上
の地位・雇用形態別では，正規雇用者といわ
ゆる非正規雇用者であるパート・アルバイ
ト・派遣の失業・就労貧困率に明確な差があ
る。
　正規雇用者の失業・就労貧困率が上昇して
きていることにも注目せねばならない。
年を境に，パート・アルバイトの失業・就労
貧困率が急激に上昇している。また，雇人な
しの自営業主の失業・就労貧困率が高く，そ
れは，非正規雇用者と同様，近年，急上昇し
てきている。
　非正規雇用者の就労形態をさらに詳しく見
るために，非正規雇用者の失業・就労貧困率
の推移を図 に示した。非正規雇用者の中で
失業・就労貧困率の高いのはアルバイトであ
り，パートがそれに続く。女性の失業・就労
貧困率が男性と比較して低いのは，我々の推
計の方法上，女性が不安定就業に就いていて
も，パートナーである男性の所得が高ければ
世帯としては非貧困世帯に属し，

とはならないからである。
　最後に，従業員規模別の失業・就労貧困率
の推移を見ておきたい。従業員規模別の失

図６　 従業上の地位別・雇用形態別の失業・
就労貧困率の推移

図７　 非正規雇用者の失業・就労貧困率の推
移

年 年 年 年 年 年
男性 女性

％
正規の職員
パート・アルバイト・嘱託・派遣合計
雇人あり自営業主
雇人なし自営業主

年 年 年 年 年 年 年 年 年
総数 男性 女性

パート
嘱託など

アルバイト
派遣社員

％

図８　 従業員規模別の失業・就労貧困率の推
移

業・就労貧困率の推移を，図 に示した。
　従業員規模は，産業によってその意味する
ところが異なる。ここでは，便宜的な分類基
準を用いている。全体として，従業員規模別
の失業・就労貧困率の差が大きい。従業員規
模が大きくなればなるほど失業・就労貧困率
が下落する。いわゆる中小零細企業（ 人
未満）の失業・就労貧困率は， 年で ％
（男性）， ％（女性）であったが， 年
には， ％（男性）， ％（女性）に上昇
している。女性の失業・就労貧困率は，ほと
んどの従業員規模において，男性の失業・就
労貧困率よりも高く，従業員規模間の差は，
男性と比較して小さい。この要因として，女

年 年 年 年 年 年
男性 女性

％

人未満
～ 人未満
～ 人未満
人以上
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性の賃金が総じて男性よりも低いこと，また，
どの企業規模においても女性のパートなどの
不安定就業者の比重が高いことがあげられる。

４　むすび
　本論文のベースにある調査研究「ミクロ
データを利用した就労貧困者の推計」では，
就調リサンプリング・データ（ ・ ・

年）の再分類・再集計により，類型 ，
類型 ，類型 の分類基準に基づいて，生活
保護基準以下の世帯とそれに所属する個人の
労働力状態と所得のクロス表が試算されてお
り，労働力状態の属性として，年齢別，学歴
別，従業上地位・雇用形態別，従業員規模別，
産業別属性の （失業・就労貧困
者）と失業・就労貧困率が算定されている。
また個人が属する世帯類型別の
の推計がおこなわれている。
　本論文では，紙幅の関係もあり，失業・就
労貧困者の個人の類型 の を取
り上げ，その主要な特性として，年齢別，学
歴別，雇用形態別，従業員規模別の分類標識
による失業・就労貧困者，失業・就労貧困率
の推計結果が考察された。性，年齢，学歴の
基本的属性別の失業・就労貧困率では，男女
別賃金格差と女性の不安定就業の増大等によ
り，女性の失業・就労貧困率が高く表示され
ている。年齢別では，フリーター，ニート等
の若年雇用が問題となっている若年層の失
業・就労貧困率が著しく高く表示されており，
若年層のパート，アルバイト等の非正規・不
規則労働への就労と若年賃金の低さ等が，そ

の要因となっている。学歴別では，教育と雇
用との関係の諸要因のために一義的には規定
できないが，低学歴層の失業・就労貧困率が
高く表示されおり，時系列的にもその差は拡
大している。
　 の実相を最も特徴的に表示し
ている失業・雇用形態別では，求職失業者は，
長期不況と合理化により急増し，男性の失業
貧困率が著しく高くなっており，長期不況下
の失業者の窮状の悪化を示している。パート
タイム，派遣労働等の非正規雇用の失業・就
労貧困率は，正規雇用の貧困率と比べて，著
しく格差が拡大しており，特に男性の貧困率
が急騰している。非正規雇用の就労貧困率の
格差の拡大ともに，正規雇用の貧困率も増加
しており，事態の深刻さを示している。従業
員規模別の失業・就労貧困率の推移（産業別
規模別の分析が必要であるが）では，大企業・
零細企業の賃金格差がその基底にあって，中
小零細規模の貧困率が高水準にあり，その格
差が拡大している。
　 の失業・就労貧困者，失業・
就労貧困率の指標は，就労貧困者の増大と失
業者の増大との連動を表示しており，労働力
状態ベースの統一的基準に基づく失業・就労
貧困指標として，失業，就業，低所得，貧困
の比較可能な総合的分析指標としての意義を
持っている。失業・就労貧困率を手がかりに，
労働市場，労働諸条件との関係において，こ
れらの諸要因の諸関係とその実態の分析を進
めるのが課題である。

注

）本論文では，「ミクロデータを利用した就労貧困者の推計」（責任研究者，岩井）の調査研究をベー
スに，分析視角と課題，推計方法及び集計結果の共同研究に基づいて，主に，問題の所在－分析視
角と課題については岩井，推計結果については村上が，分担執筆している。本論文で論及した統計
指標の詳細については， の諸類型の推計に必要な主要推計表（実数と比率）を掲載し
た関西大学経済・政治研究所，「サステイナブル社会と公共政策」研究班，岩井 浩，村上雅俊『日
本の の計測―就業構造基本調査リサンプリング・データの利用―』，「調査と資料」，
第 号， 年 月，参照。
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）後藤道夫・伍賀一道・布川日佐史・唐鎌直義・木下武男・名取 学・岡田知弘・渡辺雅男・居城
舜子・伊藤周平（ ）『ポリティーク』第 号 特集 現代日本のワーキング・プア，旬報社。
） － （ ）

特に， ‘
’ 参照。

）岩井 浩（ ）， － 。同（ ）， － 。 年代～ 年代にかけて，アメリカ労働
統計局（ ）も参加して論議された半就業（ － ）指標研究では，経済的貧困指標
としては，失業率だけでは適切な指標ではなく，公表失業率，半失業率（求職意欲喪失者等の非労
働力の隠された失業指標），非自発的パートタイム（フルタイム就業を希望するがやむなくパート
タイムに就業），低所得等の総合指標として半就業指標を規定，推計，分析しようとした。半就業
の総合指標推計では，論者によって差があり，一致した分析指標として確立されなかった。しかし
失業，半失業，就業形態，低所得の諸関係を，個人，世帯にわたって論議したことが，後の
の雇用と所得のクロス・データの整備（労働力調査 月補足調査に結実）と の規定と
推計のベースになった。
）村上雅俊（ ）を参照。
） － （ ）は，各国の の定義を概観した後，「活動もしく
は就労（ ）貧困者を捉えるための統計的定義が最低限満たすべき条件として，第
一に，貧困と考えられる世帯で生活していること，第二に，就労または求職していること，そして
第三に，前年のある期間（ ヶ月から ヶ月）就労または求職しているか，同数の労働時間を累積
していること」をあげている。 － （ ） より引用。
） （ ） － を参照。
） （ ） を参照。
） （ ） ホームページを参照。なお，アメリカ連邦貧困基準が
アメリカの貧困の規模を十分に捉えきれているものであるかについては， が指標を
開発した当時よりあり，現在，その見直しについての論議が進んでいる。これら議論については，
紙幅の関係上，本稿では取り扱わない。アメリカ連邦貧困基準をめぐる論議については，
（ ） （ ），藤本（ ），村上（ ）を参照。
）日本の生活保護基準の妥当性については，これまで多くの議論が積み重ねられてきているが，紙
幅の関係上，本稿では取り扱わない。日本の生活保護については，布川（ ），小沼（ ），阿
部（ ）を参照した。
）生活扶助第一類・第二類の各年の基準額については，財団法人厚生統計協会（ ・ ・

）を参照した。なお，表 以外に， 歳以上人数× 歳未満人数の基準額を，高齢世帯の基
準額として用いている。 歳以上人数とする理由は，就業構造基本調査各年版の高齢世帯の定義
において，女性の年齢が 歳以上となっているからである。『就業構造基本調査報告』，平成 ・・
年版参照。

） （ ）を参照。今回用いたデータには就業週数がなく，また，就業日
数はカテゴリカルデータである。厳密に 週を基準に就業日数を分類することは不可能であった。
そこで，週休が 日であると仮定し， 週を就業日数に換算した。その結果は 日となる。用い
たデータにある分類基準でこれに最も近い基準は， 日以上・未満の基準である。よって，有業
者については 日以上有業で貧困世帯に属する者を とする。無業者については，無
業である期間が月毎にカテゴリー化されている。よって，無業者については， 定義の「半年間」
を適用した。求職活動を行っており，なおかつその期間が ヶ月以上になる者を日本の

に組み入れる。
）例えば，厚生労働省『平成 年派遣労働者実態調査』によると，派遣労働者の契約期間として
最も多いのが，「 ヶ月以上 ヶ月未満」であり， ％を占める。また，財団法人 世紀職業財団
『平成 年パートタイム労働者実態調査』によると，パートの 回あたりの契約期間（複数回答）は，
「 ヶ月超 年以内」が最も多く ％を占めるが，「 ヶ月超 ヶ月以内」も ％を占めている。
）労働者の労働市場での努力期間を一定の分類基準によって分類することには，数々の困難が伴う。
種々の制度的側面から検証がなされなければならない。 の 定義にある ヶ月間求
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職しているという状態はかなり長期間求職しているということになる。また，
（ ）は，「 ヶ月という基準自体はいくぶんあいまいなもの（ ）」と

述べると同時に，この処置が，「非労働力や不十分な参加者（ ）」を除外する処
置であることを述べている。 （ ） を参照。
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